
議案第２号

杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に

関する条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年２月９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に

関する条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関

する条例（平成２５年杉並区条例第４号）の一部を次のように改正する。

目次中「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運

「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９
営に関する基準」を

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、

条の２０の２・第５９条の２０の３）
に改める。

設備及び運営に関する基準 」

第１条中「第４項第１号」の次に「、第７８条の２の２第１項第１号及び第２

号」を加える。

第２条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

(６) 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法

第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスを

いう。

第６条第５項中「次の各号」を「次」に改め、「、午後６時から午前８時まで

の間において」を削り、同項に次の１号を加える。

(１２) 介護医療院

第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条第８項中

「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「第１９１条第

９項」を「第１９１条第１３項」に改める。

第１４条中「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１



１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第

９号」を「杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する条

例（平成３０年杉並区条例第 号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」とい

う。）第１５条第９号」に改める。

第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。

第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の次

に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければ」を「行

わなければ」に改める。

第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準

（共生型地域密着型通所介護の基準）

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以

下この節において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指定

生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１

５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自

立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業

者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条において「指定通所支援

基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主

として重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２

項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる

事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児

童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）及び

指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定す



る指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせ

る事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規

定する指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(１) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規

定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所

（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条

第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイ

サービス事業所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等

デイサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所

等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指

定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定する指定生活介護

をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１

５５条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規定する指定自立訓練

（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス

（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生

活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上

であること。

(２) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供する

ため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支

援を受けていること。

（準用）

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第

２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第５３



条、第５９条の２、第５９条の４及び第５９条の５第４項並びに前節（第５９

条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程の概

要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「運営規程（第５

９条の２０の３において準用する第５９条の１２に規定する重要事項に関する

規程をいう。第５９条の２０の３において読み替えて準用する第３４条におい

て同じ。）の概要、共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下

「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中「定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従

業者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所

介護事業者が第１項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所の設備を利用し、夜間

及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第

５９条の９第３号中「次条第１項」とあるのは「第５９条の２０の３において

準用する次条第１項」と、同条第４号及び第５９条の１０第５項中「地域密着

型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５

９条の１１第２項中「この節」とあるのは「次節」と、第５９条の１３第３項

中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の１８第４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９

条の２０の３において読み替えて準用する第５９条の５第４項」と、第５９条

の１９第２項第２号から第４号までの規定中「次条」とあるのは「第５９条の

２０の３」と、同項第５号中「前条第２項」とあるのは「第５９条の２０の３

において準用する前条第２項」と、同項第６号中「第５９条の１７第２項」と

あるのは「第５９条の２０の３において準用する第５９条の１７第２項」と読

み替えるものとする。

第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指定地域密



着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、

「施設ごとに」の次に「、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに」を加え、同条第２項中「第８２条第６項」の次に「及び第１

９１条第７項」を加える。

第８２条第１項第１号イ中「及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「並びに当該本体事業所に係

る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第１

９１条第７項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

に改め、同条第５項の表指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設されている場合の項中「又は」を「、」に改め、「限

る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第６項中「（以下」の次に「こ

の章において」を加える。

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「第

１９２条第２項」を「第１９２条第３項」に改める。

第８４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第９３条第２項中「指定居宅介護支援等基準第１３条各号に掲げる具体的取組

方針」を「指定居宅介護支援等基準条例第１５条各号に掲げる具体的取扱方針」

に改める。

第１０３条第３項、第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健施設」

の次に「、介護医療院」を加える。

第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹

底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(３) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。



第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第１３０条第３項中「のうち１人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員

のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護

医療院」を加え、同条第６項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士

若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。

(３) 介護医療院 介護支援専門員

第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。

第１５１条第２項ただし書中「この条」を「この項」に、「）及び」を「）

に」に、「第３８条」を「。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第３

８条」に、「いう。）」を「いう。以下この項において同じ。）」に、「又は指

定地域密着型介護老人福祉施設及び」を「の指定地域密着型介護老人福祉施設及

びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介護老人福祉

施設基準第４７条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定

地域密着型介護老人福祉施設に」に、「場合の」を「場合の指定地域密着型介護

老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の」に改め、同条

第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第７項第２

号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同

項に次の１号を加える。

(４) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員

第１５１条第１１項中「。以下「指定介護予防サービス等基準」という。」を

削る。



第１５３条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。

第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。

第１６５条の次に次の１条を加える。

（緊急時等の対応）

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が

生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第１号に

掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。

第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１

号を加える。

(６) 緊急時等における対応方法

第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。



第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１

号を加える。

(７) 緊急時等における対応方法

第１９１条第１項第１号イ中「看護小規模多機能型居宅介護（」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護（第８２条第６項に規定する」に、「又はサテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第４４条第６項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所（第５項において「サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所」という。）の登録者、第７項に規定する本体事業所である

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本

体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第８２条第６項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第５項中「本体

事業所である」を「第８２条第６項に規定する本体事業所である」に、「あって

は、」を「あっては」に、「の登録者」を「の登録者の心身の状況を勘案し、そ

の処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護、第７項に規定する本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者」に改め、同条第６項

に次の１号を加える。

(５) 介護医療院

第１９１条中第９項を第１３項とし、同項の前に次の１項を加える。

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の

作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、第１９９条第４項に



規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚

生労働大臣が定める研修を修了している者（同条第１項において「研修修了

者」という。）を置くことができる。

第１９１条中第８項を第１１項とし、第７項を第１０項とし、第６項の次に次

の３項を加える。

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあ

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業について規則で定める基準を満たす指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」と

いう。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを

提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提

供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処

遇が適切に行われると認められるときは、２人以上とすることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤

務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置かないことができる。

９ 第３項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。

第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次

に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項



を加える。

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１２項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加え、

「に第９項」を「に同項」に改める。

第２０２条中「の活動状況」と」の次に「、第８７条中「第８２条第１１項」

とあるのは「第１９１条第１２項」と」を加える。

附則に次の２項を加える。

４ 第１３０条第１項の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を

有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成

３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人

ホーム（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他

の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。次項において同じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施

設をいう。以下この項及び次項において同じ。）の生活相談員、機能訓練指導

員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(１) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関

併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、置かないことができること。

(２) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の実情に応じた適当数



５ 第１３２条第３項の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を

有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成

３６年３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、

併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利

用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型

特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

第２条 杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

等の基準に関する条例（平成２５年杉並区条例第５号）の一部を次のように改正

する。

第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７８条に

規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。）」を、「施設ごとに」の次に「、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設においてはユニットごとに」を加える。

第１６条中「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生

労働省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９

号」を「杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成２

７年杉並区条例第７号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３２

条第９号」に改める。

第４４条第５項の表指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は」を「、」に改め、「限

る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。

第４５条第３項、第４６条及び第６０条第３項中「介護老人保健施設」の次に



「、介護医療院」を加える。

第６７条第２号中「指定介護予防支援等基準第３０条各号に掲げる具体的取組

方針及び指定介護予防支援等基準第３１条各号」を「指定介護予防支援等基準条

例第３２条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準条例第３３

条各号」に改める。

第７２条第２項及び第７３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加える。

第７８条に次の１項を加える。

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹

底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(３) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第３条 杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成２７

年杉並区条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１

項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。

第６条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス

事業者等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条中第６項を第７項と

し、同条第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条

中第４項を第５項とし、同条第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらか



じめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院す

る必要が生じた場合は、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝

えるよう求めなければならない。

第３２条第９号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ、」を加え、同条第１４号の次に次の１号を加える。

(１４)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情

報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供す

るものとする。

第３２条第１５号中「当該計画」を「当該介護予防サービス計画」に改め、同

条第２１号中「以下」を「次号及び第２２号において」に改め、同号の次に次の

１号を加える。

(２１)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成

したときは、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければな

らない。

第３２条第２４号中「位置づける」を「位置付ける」に、「当該計画」を「当

該介護予防サービス計画」に改め、同条第２５号中「当該計画」を「当該介護予

防サービス計画」に改める。

第３３条第１号中「口腔」を「口腔」に改める。
くう

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（提案理由）

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を改める必要があ

る。
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杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に

関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等

の基準に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

第１章～第３章 略 第１章～第３章 略

第３章の２ 地域密着型通所介護 第３章の２ 地域密着型通所介護

第１節～第４節 略 第１節～第４節 略

第５節 共生型地域密着型サービス 第５節 指定療養通所介護の事業の

に関する基準（第５９条の 基本方針並びに人員、設備

２０の２・第５９条の２０ 及び運営に関する基準

の３）

第６節 指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備

及び運営に関する基準

第４章～第１１章 略 第４章～第１１章 略

附則 附則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、介護保険法（平成 第１条 この条例は、介護保険法（平成

９年法律第１２３号。以下「法」とい ９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第７８条の２第１項及び第４項 う。）第７８条の２第１項及び第４項

第１号、第７８条の２の２第１項第１ 第１号

号及び第２号並びに第７８条の４第１ 並びに第７８条の４第１

項及び第２項の規定に基づき、指定地 項及び第２項の規定に基づき、指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備 域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営等の基準を定めるものとす 及び運営等の基準を定めるものとす

資 料
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る。 る。

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 共生型地域密着型サービス 法

第７８条の２の２第１項の申請に係

る法第４２条の２第１項本文の指定

を受けた者による指定地域密着型サ

ービスをいう。

(７) 略 (６) 略

２ 略 ２ 略

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第６条 略 第６条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の同一敷地内に次 に 看護事業所の同一敷地内に次の各号に

掲げるいずれかの施設等がある場合に 掲げるいずれかの施設等がある場合に

おいて、当該施設等の入所者等の処遇 おいて、当該施設等の入所者等の処遇

に支障がない場合は、前項本文の規定 に支障がない場合は、前項本文の規定

にかかわらず にかかわらず、午後６時から午前８時

、当該施設等の職員 までの間において、当該施設等の職員

をオペレーターとして充てることがで をオペレーターとして充てることがで

きる。 きる。

(１)～(１１) 略 (１)～(１１) 略

(１２) 介護医療院

６ 略 ６ 略

７ ７ 午後６時から午前８時までの間は、
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当該指定定期巡回・随時対応型訪問介 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の利用者に対する随時対 護看護事業所の利用者に対する随時対

応サービスの提供に支障がない場合 応サービスの提供に支障がない場合

は、第４項本文及び前項の規定にかか は、第４項本文及び前項の規定にかか

わらず、オペレーターは、随時訪問サ わらず、オペレーターは、随時訪問サ

ービスに従事することができる。 ービスに従事することができる。

８ 前項の規定によりオペレーターが随 ８ 前項の規定によりオペレーターが随

時訪問サービスに従事している場合に 時訪問サービスに従事している場合に

おいて、当該指定定期巡回・随時対応 おいて、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の利用者に対す 型訪問介護看護事業所の利用者に対す

る随時訪問サービスの提供に支障がな る随時訪問サービスの提供に支障がな

いときは、第１項の規定にかかわら いときは、第１項の規定にかかわら

ず ず、午後６時から午前８時までの間

、随時訪問サービスを行う訪問介護 は、随時訪問サービスを行う訪問介護

員等を置かないことができる。 員等を置かないことができる。

９～１１ 略 ９～１１ 略

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介 １２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者が指定訪問看護事業者 護看護事業者が指定訪問看護事業者

（指定居宅サービス等基準第６０条第 （指定居宅サービス等基準第６０条第

１項に規定する指定訪問看護事業者を １項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受 いう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定定期巡回・随時対応型 け、かつ、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の事業と指定訪問看護 訪問介護看護の事業と指定訪問看護

（指定居宅サービス等基準第５９条に （指定居宅サービス等基準第５９条に

規定する指定訪問看護をいう。以下同 規定する指定訪問看護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所におい じ。）の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合に、指 て一体的に運営されている場合に、指

定居宅サービス等基準第６０条第１項 定居宅サービス等基準第６０条第１項

第１号イに規定する人員に関する基準 第１号イに規定する人員に関する基準
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を満たすとき（同条第５項の規定によ を満たすとき（同条第５項の規定によ

り同条第１項第１号イ及び第２号に規 り同条第１項第１号イ及び第２号に規

定する基準を満たしているものとみな 定する基準を満たしているものとみな

されているとき及び第１９１条第１３ されているとき及び第１９１条第９項

項の規定により同条第３項に規定する の規定により同条第３項に規定する

基準を満たしているものとみなされて 基準を満たしているものとみなされて

いるときを除く。）は、当該指定定期 いるときを除く。）は、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者 巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、規則で定める基準を満たしている は、規則で定める基準を満たしている

ものとみなすことができる。 ものとみなすことができる。

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪 第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、指定定期巡回・ 問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当た 随時対応型訪問介護看護の提供に当た

っては、計画作成責任者による利用者 っては、計画作成責任者による利用者

の面接によるほか、利用者に係る指定 の面接によるほか、利用者に係る指定

居宅介護支援事業者が開催するサービ 居宅介護支援事業者が開催するサービ

ス担当者会議（杉並区指定居宅介護支 ス担当者会議（指定居宅介護支援等の

援等の事業の人員及び運営等の基準に 事業の人員及び運営に関する基準（平

関する条例（平成３０年杉並区条例第 成１１年厚生省令第３８号。以下「指

号。以下「指定居宅介護支援等基準 定居宅介護支援等基準」という。）第

条例」という。）第１５条第９号に規 １３条第９号 に規

定するサービス担当者会議をいう。以 定するサービス担当者会議をいう。以

下この章、第５９条の６、第５９条の 下この章、第５９条の６、第５９条の

２８第１項及び第５９条の２９第２項 ２８第１項及び第５９条の２９第２項

において同じ。）等を通じて、利用者 において同じ。）等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれている環 の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サ 境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めなけ ービスの利用状況等の把握に努めなけ
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ればならない。 ればならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第３２条 略 第３２条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項本文の規定にかかわらず、 ３ 前項本文の規定にかかわらず、午後

６時から午前８時までの間に行われる

随時対応サービスについては、区長が 随時対応サービスについては、区長が

地域の実情を勘案して適切と認める範 地域の実情を勘案して適切と認める範

囲内において、複数の指定定期巡回・ 囲内において、複数の指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の間の 随時対応型訪問介護看護事業所の間の

契約に基づき、当該複数の指定定期巡 契約に基づき、当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が 回・随時対応型訪問介護看護事業所が

密接な連携を図ることにより、一体的 密接な連携を図ることにより、一体的

に利用者又はその家族等からの通報を に利用者又はその家族等からの通報を

受けることができる。 受けることができる。

４ 略 ４ 略

（地域との連携等） （地域との連携等）

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪 第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者は、指定定期巡回・ 問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当た 随時対応型訪問介護看護の提供に当た

っては、利用者、利用者の家族、地域 っては、利用者、利用者の家族、地域

住民の代表者、地域の医療関係者、区 住民の代表者、地域の医療関係者、区

の職員又は指定定期巡回・随時対応型 の職員又は指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所が所在する区域を 訪問介護看護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６第１項に 管轄する法第１１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援センターの職 規定する地域包括支援センターの職

員、定期巡回・随時対応型訪問介護看 員、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護について知見を有する者等により構 護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において 成される協議会（以下この項において
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「介護・医療連携推進会議」とい 「介護・医療連携推進会議」とい

う。）を設置し、おおむね６月に１回 う。）を設置し、おおむね３月に１回

以上、介護・医療連携推進会議に対し 以上、介護・医療連携推進会議に対し

て指定定期巡回・随時対応型訪問介護 て指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供状況等を報告し、介護・医 看護の提供状況等を報告し、介護・医

療連携推進会議による評価を受けると 療連携推進会議による評価を受けると

ともに、介護・医療連携推進会議から ともに、介護・医療連携推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設け 必要な要望、助言等を聴く機会を設け

なければならない。 なければならない。

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、指定定期巡回・随時対 看護事業者は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の所在する建 応型訪問介護看護事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する利用者に対 物と同一の建物に居住する利用者に対

して指定定期巡回・随時対応型訪問介 して指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を提供する場合には、正当な理 護看護を提供する場合には

由がある場合を除き、当該建物に居住 、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても、指定 する利用者以外の者に対しても、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供を行わなければ ならな 提供を行うよう努めなければならな

い。 い。

第５節 共生型地域密着型サー

ビスに関する基準

（共生型地域密着型通所介護の基準）

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介

護に係る共生型地域密着型サービス

（以下この節において「共生型地域密

着型通所介護」という。）の事業を行

う指定生活介護事業者（障害者の日常
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生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７１号。以下この条において「指

定障害福祉サービス等基準」とい

う。）第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業者をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）事業者（指定障害福

祉サービス等基準第１５６条第１項に

規定する指定自立訓練（機能訓練）事

業者をいう。）、指定自立訓練（生活

訓練）事業者（指定障害福祉サービス

等基準第１６６条第１項に規定する指

定自立訓練（生活訓練）事業者をい

う。）、指定児童発達支援事業者（児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下この条において「指定通所支援基

準」という。）第５条第１項に規定す

る指定児童発達支援事業者をいい、主

として重症心身障害児（児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第７条

第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通

わせる事業所において指定児童発達支

援（指定通所支援基準第４条に規定す

る指定児童発達支援をいう。第１号に
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おいて同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス

事業者（指定通所支援基準第６６条第

１項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業者をいい、主として重症心身

障害児を通わせる事業所において指定

放課後等デイサービス（指定通所支援

基準第６５条に規定する指定放課後等

デイサービスをいう。）を提供する事

業者を除く。）が当該事業に関して満

たすべき基準は、次のとおりとする。

(１) 指定生活介護事業所（指定障害

福祉サービス等基準第７８条第１項

に規定する指定生活介護事業所をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）

事業所（指定障害福祉サービス等基

準第１５６条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業所をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）

事業所（指定障害福祉サービス等基

準第１６６条第１項に規定する指定

自立訓練（生活訓練）事業所をい

う。）、指定児童発達支援事業所

（指定通所支援基準第５条第１項に

規定する指定児童発達支援事業所を

いう。）又は指定放課後等デイサー

ビス事業所（指定通所支援基準第６

６条第１項に規定する指定放課後等

デイサービス事業所をいう。）（以



- 9 -

資 料

下この号において「指定生活介護事

業所等」という。）の従業者の員数

が、当該指定生活介護事業所等が提

供する指定生活介護（指定障害福祉

サービス等基準第７７条に規定する

指定生活介護をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）（指定障害福祉サ

ービス等基準第１５５条に規定する

指定自立訓練（機能訓練）をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）

（指定障害福祉サービス等基準第１

６５条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。）、指定児童発達

支援又は指定放課後等デイサービス

（以下この号において「指定生活介

護等」という。）の利用者の数を指

定生活介護等の利用者及び共生型地

域密着型通所介護の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該

指定生活介護事業所等として必要と

される数以上であること。

(２) 共生型地域密着型通所介護の利

用者に対して適切なサービスを提供

するため、指定地域密着型通所介護

事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。

（準用）

第５９条の２０の３ 第９条から第１３

条まで、第１５条から第１８条まで、
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第２０条、第２２条、第２８条、第３

４条から第３８条まで、第４１条、第

５３条、第５９条の２、第５９条の４

及び第５９条の５第４項並びに前節

（第５９条の２０を除く。）の規定

は、共生型地域密着型通所介護の事業

について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定

する運営規程の概要、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「運営規程（第５９条の２０の３に

おいて準用する第５９条の１２に規定

する重要事項に関する規程をいう。第

５９条の２０の３において読み替えて

準用する第３４条において同じ。）の

概要、共生型地域密着型通所介護の提

供に当たる従業者（以下「共生型地域

密着型通所介護従業者」という。）」

と、第３４条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」

と、第５９条の５第４項中「前項ただ

し書の場合（指定地域密着型通所介護

事業者が第１項に規定する設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通

所介護以外のサービスを提供する場合

に限る。）」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の事業を行う者が当該

事業を行う事業所の設備を利用し、夜
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間及び深夜に共生型地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合」

と、第５９条の９第３号中「次条第１

項」とあるのは「第５９条の２０の３

において準用する次条第１項」と、同

条第４号及び第５９条の１０第５項中

「地域密着型通所介護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「次節」と、第５９

条の１３第３項中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護従業者」と、第５９条の

１８第４項中「第５９条の５第４項」

とあるのは「第５９条の２０の３にお

いて読み替えて準用する第５９条の５

第４項」と、第５９条の１９第２項第

２号から第４号までの規定中「次条」

とあるのは「第５９条の２０の３」

と、同項第５号中「前条第２項」とあ

るのは「第５９条の２０の３において

準用する前条第２項」と、同項第６号

中「第５９条の１７第２項」とあるの

は「第５９条の２０の３において準用

する第５９条の１７第２項」と読み替

えるものとする。

第６節 指定療養通所介護の事 第５節 指定療養通所介護の事

業の基本方針並びに人 業の基本方針並びに人

員、設備及び運営に関 員、設備及び運営に関



- 12 -

する基準 する基準

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第６１条 単独型指定認知症対応型通所 第６１条 単独型指定認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等（特別養 介護（特別養護老人ホーム等（特別養

護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８ 護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８

年法律第１３３号）第２０条の５に規 年法律第１３３号）第２０条の５に規

定する特別養護老人ホームをいう。以 定する特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）、同法第２０条の４に規定 下同じ。）、同法第２０条の４に規定

する養護老人ホーム、病院、診療所、 する養護老人ホーム、病院、診療所、

介護老人保健施設、介護医療院、社会 介護老人保健施設 、社会

福祉施設又は特定施設をいう。以下同 福祉施設又は特定施設をいう。以下同

じ。）に併設されていない事業所にお じ。）に併設されていない事業所にお

いて行われる指定認知症対応型通所介 いて行われる指定認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業を行う 護をいう。以下同じ。）の事業を行う

者及び併設型指定認知症対応型通所介 者及び併設型指定認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等に併設され 護（特別養護老人ホーム等に併設され

ている事業所において行われる指定認 ている事業所において行われる指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同 知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業を行う者（以下「単独型 じ。）の事業を行う者（以下「単独型

・併設型指定認知症対応型通所介護事 ・併設型指定認知症対応型通所介護事

業者」という。）は、当該事業を行う 業者」という。）は、当該事業を行う

事業所（以下「単独型・併設型指定認 事業所（以下「単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業所」とい 知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに次に掲げる従業者を規則 う。）ごとに次に掲げる従業者を規則

で定める基準により置かなければなら で定める基準により置かなければなら

ない。 ない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２～７ 略 ２～７ 略

（利用定員等） （利用定員等）
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資 料

第６５条 共用型指定認知症対応型通所 第６５条 共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指 介護事業所の利用定員（当該共用型指

定認知症対応型通所介護事業所におい 定認知症対応型通所介護事業所におい

て同時に共用型指定認知症対応型通所 て同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用 介護の提供を受けることができる利用

者（共用型指定認知症対応型通所介護 者（共用型指定認知症対応型通所介護

事業者が共用型指定介護予防認知症対 事業者が共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の指定を併せて受 応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、共用型指定認知症対応型通 け、かつ、共用型指定認知症対応型通

所介護の事業と共用型指定介護予防認 所介護の事業と共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業とが同一の 知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されてい 事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所におけ る場合にあっては、当該事業所におけ

る共用型指定認知症対応型通所介護又 る共用型指定認知症対応型通所介護又

は共用型指定介護予防認知症対応型通 は共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の利用者）の数の上限をい 所介護の利用者）の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活 う。）は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対 介護事業所又は指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所においては共 応型共同生活介護事業所においては共

同生活住居（法第８条第２０項又は第 同生活住居（法第８条第２０項又は第

８条の２第１５項に規定する共同生活 ８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指 を営むべき住居をいう。）ごとに、指

定地域密着型特定施設又は指定地域密 定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設（ユニット型指 着型介護老人福祉施設

定地域密着型介護老人福祉施設（第１

７８条に規定するユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。）に に

おいては施設ごとに、ユニット型指定 おいては施設ごとに
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地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに規則で定める基準を 規則で定める基準を

満たさなければならない。 満たさなければならない。

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事 ２ 共用型指定認知症対応型通所介護事

業者は、指定居宅サービス、指定地域 業者は、指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援、 密着型サービス、指定居宅介護支援、

指定介護予防サービス、指定地域密着 指定介護予防サービス、指定地域密着

型介護予防サービス若しくは指定介護 型介護予防サービス若しくは指定介護

予防支援の事業又は介護保険施設若し 予防支援の事業又は介護保険施設若し

くは指定介護療養型医療施設の運営 くは指定介護療養型医療施設の運営

（第８２条第６項及び第１９１条第７ （第８２条第６項

項において「指定居宅サービス事業 において「指定居宅サービス事業

等」という。）について規則で定める 等」という。）について規則で定める

基準を満たす者でなければならない。 基準を満たす者でなければならない。

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護 第８２条 指定小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者（以下「指定小規模多 の事業を行う者（以下「指定小規模多

機能型居宅介護事業者」という。） 機能型居宅介護事業者」という。）

は、当該事業を行う事業所（以下「指 は、当該事業を行う事業所（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業所」と 定小規模多機能型居宅介護事業所」と

いう。）ごとに次の各号に掲げる場合 いう。）ごとに次の各号に掲げる場合

の区分に応じ当該各号に定める者を規 の区分に応じ当該各号に定める者を規

則で定める基準により置かなければな 則で定める基準により置かなければな

らない。 らない。

(１) 夜間及び深夜の時間帯以外の時 (１) 夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定小規模多機能型居宅介護 間帯に指定小規模多機能型居宅介護

の提供に当たる従業者である場合 の提供に当たる従業者である場合

次に掲げる者 次に掲げる者

ア 略 ア 略
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イ 訪問サービス（小規模多機能型 イ 訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を 居宅介護従業者が登録者の居宅を

訪問し、当該居宅において行う小 訪問し、当該居宅において行う小

規模多機能型居宅介護（第６項に 規模多機能型居宅介護（第６項に

規定する本体事業所である指定小 規定する本体事業所である指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあ 規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項 っては当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定小規 に規定するサテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所の登録 模多機能型居宅介護事業所の登録

者の居宅において行う指定小規模 者の居宅において行う指定小規模

多機能型居宅介護を、同項に規定 多機能型居宅介護を、同項に規定

するサテライト型指定小規模多機 するサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては当 能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能 該サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規 型居宅介護事業所に係る同項に規

定する本体事業所並びに当該本体 定する本体事業所及び当該本体事

事業所に係る他の同項に規定する 業所に係る他の同項に規定するサ

サテライト型指定小規模多機能型 テライト型指定小規模多機能型居

居宅介護事業所及び第１９１条第 宅介護事業所

７項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指 の登録者の居宅において行う指

定小規模多機能型居宅介護を含 定小規模多機能型居宅介護を含

む。）をいう。以下この章におい む。）をいう。以下この章におい

て同じ。）の提供に当たる者 て同じ。）の提供に当たる者

(２) 略 (２) 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 第１項の規定にかかわらず、サテラ ６ 第１項の規定にかかわらず、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事 イト型指定小規模多機能型居宅介護事
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業所（指定小規模多機能型居宅介護事 業所（指定小規模多機能型居宅介護事

業所であって、指定居宅サービス事業 業所であって、指定居宅サービス事業

等その他の保健医療又は福祉に関する 等その他の保健医療又は福祉に関する

事業について規則で定める基準を満た 事業について規則で定める基準を満た

す指定小規模多機能型居宅介護事業者 す指定小規模多機能型居宅介護事業者

又は指定看護小規模多機能型居宅介護 又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者により設置される当該指定小規 事業者により設置される当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所以外の指定 模多機能型居宅介護事業所以外の指定

小規模多機能型居宅介護事業所又は指 小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所 定看護小規模多機能型居宅介護事業所

であって当該指定小規模多機能型居宅 であって当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定小規模多機能 介護事業所に対して指定小規模多機能

型居宅介護の提供に係る支援を行うも 型居宅介護の提供に係る支援を行うも

の（以下この章において「本体事業 の（以下 「本体事業

所」という。）との密接な連携の下に 所」という。）との密接な連携の下に

運営されるものをいう。以下同じ。） 運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当た に置くべき訪問サービスの提供に当た

る小規模多機能型居宅介護従業者につ る小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、本体事業所の職員により当該 いては、本体事業所の職員により当該

サテライト型指定小規模多機能型居宅 サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が適切に行 介護事業所の登録者の処遇が適切に行

われると認められるときは、１人以上 われると認められるときは、１人以上

とすることができる。 とすることができる。

７～１２ 略 ７～１２ 略

（管理者） （管理者）

第８３条 略 第８３条 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホ ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター（老 ーム、老人デイサービスセンター（老
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人福祉法第２０条の２の２に規定する 人福祉法第２０条の２の２に規定する

老人デイサービスセンターをいう。以 老人デイサービスセンターをいう。以

下同じ。）、介護老人保健施設、介護 下同じ。）、介護老人保健施設

医療院、指定小規模多機能型居宅介護 、指定小規模多機能型居宅介護

事業所、指定認知症対応型共同生活介 事業所、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所 護事業所、指定複合型サービス事業所

（第１９３条に規定する指定複合型サ （第１９３条に規定する指定複合型サ

ービス事業所をいう。次条において同 ービス事業所をいう。次条において同

じ。）等の従業者又は訪問介護員等 じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第８条第２項に規 （介護福祉士又は法第８条第２項に規

定する政令で定める者をいう。次条、 定する政令で定める者をいう。次条、

第１１１条第２項、第１１２条、第１ 第１１１条第２項、第１１２条、第１

９２条第３項及び第１９３条において ９２条第２項及び第１９３条において

同じ。）として規則で定める基準を満 同じ。）として規則で定める基準を満

たす者であって、別に厚生労働大臣が たす者であって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなけ 定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 ればならない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の （指定小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 代表者）

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護 第８４条 指定小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホー 事業者の代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンター、介護 ム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定小規 老人保健施設 、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知 模多機能型居宅介護事業所、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定複 症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所等の従業者若しく 合型サービス事業所等の従業者若しく

は訪問介護員等として認知症である者 は訪問介護員等として認知症である者

の介護に従事した経験を有する者又は の介護に従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福祉サービ 保健医療サービス若しくは福祉サービ
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スの経営に携わった経験を有する者で スの経営に携わった経験を有する者で

あって、別に厚生労働大臣が定める研 あって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければなら 修を修了しているものでなければなら

ない。 ない。

（居宅サービス計画の作成） （居宅サービス計画の作成）

第９３条 略 第９３条 略

２ 介護支援専門員は、前項に規定する ２ 介護支援専門員は、前項に規定する

居宅サービス計画の作成に当たって 居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等基準条例第１ は、指定居宅介護支援等基準第１３条

５条各号に掲げる具体的取扱方針に沿 各号に掲げる具体的取組方針 に沿

って行うものとする。 って行うものとする。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１０３条 略 第１０３条 略

２ 略 ２ 略

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者 ３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間 は、サービスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のため、介護 における緊急時の対応等のため、介護

老人福祉施設、介護老人保健施設、介 老人福祉施設、介護老人保健施設

護医療院、病院等との間の連携及び支 、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 援の体制を整えなければならない。

（管理者） （管理者）

第１１１条 略 第１１１条 略

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指 ２ 共同生活住居の管理者は、適切な指

定認知症対応型共同生活介護を提供す 定認知症対応型共同生活介護を提供す

るために必要な知識及び経験を有し、 るために必要な知識及び経験を有し、

特別養護老人ホーム、老人デイサービ 特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、介護 スセンター、介護老人保健施設

医療院、指定認知症対応型共同生活介 、指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等 護事業所等の従業者又は訪問介護員等
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として、規則で定める基準を満たす者 として、規則で定める基準を満たす者

であって、別に厚生労働大臣が定める であって、別に厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければな 研修を修了しているものでなければな

らない。 らない。

（指定認知症対応型共同生活介護事業者 （指定認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者） の代表者）

第１１２条 指定認知症対応型共同生活 第１１２条 指定認知症対応型共同生活

介護事業者の代表者は、特別養護老人 介護事業者の代表者は、特別養護老人

ホーム、老人デイサービスセンター、 ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、介護医療院、指定 介護老人保健施設 、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の 認知症対応型共同生活介護事業所等の

従業者若しくは訪問介護員等として、 従業者若しくは訪問介護員等として、

認知症である者の介護に従事した経験 認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若し を有する者又は保健医療サービス若し

くは福祉サービスの提供を行う事業の くは福祉サービスの提供を行う事業の

経営に携わった経験を有する者であっ 経営に携わった経験を有する者であっ

て、別に厚生労働大臣が定める研修を て、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならな 修了しているものでなければならな

い。 い。

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱

方針） 方針）

第１１７条 略 第１１７条 略

２～６ 略 ２～６ 略

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければな

らない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会を３月に１回
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以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための

指針を整備すること。

(３) 介護従業者その他の従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

８ 略 ７ 略

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第１２５条 略 第１２５条 略

２ 略 ２ 略

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業 ３ 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜 者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介 間における緊急時の対応等のため、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、 護老人福祉施設、介護老人保健施設

介護医療院、病院等との間の連携及び 、病院等との間の連携及び

支援の体制を整えなければならない。 支援の体制を整えなければならない。

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第１３０条 略 第１３０条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項第２号の看護職員及び介護職 ３ 第１項第２号の看護職員及び介護職

員は、主として指定地域密着型特定施 員は、主として指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の提供に当たるもの 設入居者生活介護の提供に当たるもの

とし、看護職員及び介護職員のうちそ とし、看護職員のうち１人以上及び介

れぞれ １人以上は、常勤の者で 護職員のうち１人以上は、常勤の者で

なければならない。ただし、サテライ なければならない。ただし、サテライ

ト型特定施設（当該施設を設置しよう ト型特定施設（当該施設を設置しよう

とする者により設置される当該施設以 とする者により設置される当該施設以
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外の介護老人保健施設、介護医療院又 外の介護老人保健施設 又

は病院若しくは診療所であって当該施 は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以 設に対する支援機能を有するもの（以

下この章において「本体施設」とい 下この章において「本体施設」とい

う。）との密接な連携を確保しつつ、 う。）との密接な連携を確保しつつ、

本体施設とは別の場所で運営される指 本体施設とは別の場所で運営される指

定地域密着型特定施設をいう。以下同 定地域密着型特定施設をいう。以下同

じ。）にあっては、常勤換算方法で１ じ。）にあっては、常勤換算方法で１

以上とする。 以上とする。

４及び５ 略 ４及び５ 略

６ 第１項第１号、第３号及び第４号並 ６ 第１項第１号、第３号及び第４号並

びに前項の規定にかかわらず、サテラ びに前項の規定にかかわらず、サテラ

イト型特定施設の生活相談員、機能訓 イト型特定施設の生活相談員、機能訓

練指導員又は計画作成担当者について 練指導員又は計画作成担当者について

は、次に掲げる本体施設の場合には、 は、次に掲げる本体施設の場合には、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト 号に定める職員により当該サテライト

型特定施設の入居者の処遇が適切に行 型特定施設の入居者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置 われると認められるときは、これを置

かないことができる。 かないことができる。

(１) 介護老人保健施設 支援相談 (１) 介護老人保健施設 支援相談

員、理学療法士、作業療法士若しく 員、理学療法士若しくは作業療法士

は言語聴覚士又は介護支援専門員 又は介護支援専門員

(２) 略 (２) 略

(３) 介護医療院 介護支援専門員

７～９ 略 ７～９ 略

（指定地域密着型特定施設入居者生活介 （指定地域密着型特定施設入居者生活介

護の取扱方針） 護の取扱方針）

第１３８条 略 第１３８条 略
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２～５ 略 ２～５ 略

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための

指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

７ 略 ６ 略

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第１５１条 略 第１５１条 略

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設の ２ 指定地域密着型介護老人福祉施設の

従業者は、専ら当該指定地域密着型介 従業者は、専ら当該指定地域密着型介

護老人福祉施設の職務に従事する者で 護老人福祉施設の職務に従事する者で

なければならない。ただし、指定地域 なければならない。ただし、指定地域

密着型介護老人福祉施設（ユニット型 密着型介護老人福祉施設（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（第 指定地域密着型介護老人福祉施設（第

１７８条に規定するユニット型指定地 １７８条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以 域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。以 下この項において同じ。）を除く。以

下この項において同じ。）に ユニッ 下この条において同じ。）及びユニッ

ト型指定介護老人福祉施設（指定介護 ト型指定介護老人福祉施設（指定介護
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老人福祉施設の人員、設備及び運営に 老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３ 関する基準（平成１１年厚生省令第３

９号。以下「指定介護老人福祉施設基 ９号）第３８条

準」という。）第３８条に規定するユ に規定するユ

ニット型指定介護老人福祉施設をい ニット型指定介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を併 う。） を併

設する場合の指定地域密着型介護老人 設する場合又は指定地域密着型介護老

福祉施設及びユニット型指定介護老人 人福祉施設及び

福祉施設の介護職員及び看護職員（指

定介護老人福祉施設基準第４７条第２

項の規定に基づき配置される看護職員

に限る。）又は指定地域密着型介護老

人福祉施設にユニット型指定地域密着 ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設を併設する場合の 型介護老人福祉施設を併設する場合の

指定地域密着型介護老人福祉施設及び

ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の介護職員及び規則で定める看 介護職員及び規則で定める看

護職員を除き、入所者の処遇に支障が 護職員を除き、入所者の処遇に支障が

ない場合は、この限りでない。 ない場合は、この限りでない。

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、 ３ 第１項第１号の規定にかかわらず、

サテライト型居住施設（当該施設を設 サテライト型居住施設（当該施設を設

置しようとする者により設置される当 置しようとする者により設置される当

該施設以外の指定介護老人福祉施設、 該施設以外の指定介護老人福祉施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設（サ 指定地域密着型介護老人福祉施設（サ

テライト型居住施設である指定地域密 テライト型居住施設である指定地域密

着型介護老人福祉施設を除く。以下第 着型介護老人福祉施設を除く。以下第

７項第１号及び第１６項において同 ７項第１号及び第１６項において同

じ。）、介護老人保健施設、介護医療 じ。）、介護老人保健施設

院又は病院若しくは診療所であって当 又は病院若しくは診療所であって当
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該施設に対する支援機能を有するもの 該施設に対する支援機能を有するもの

（以下この章において「本体施設」と （以下この章において「本体施設」と

いう。）との密接な連携を確保しつ いう。）との密接な連携を確保しつ

つ、本体施設とは別の場所で運営され つ、本体施設とは別の場所で運営され

る指定地域密着型介護老人福祉施設を る指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下同じ。）の医師について いう。以下同じ。）の医師について

は、本体施設の医師により当該サテラ は、本体施設の医師により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の健康管理が イト型居住施設の入所者の健康管理が

適切に行われると認められるときは、 適切に行われると認められるときは、

これを置かないことができる。 これを置かないことができる。

４～６ 略 ４～６ 略

７ 第１項第２号及び第４号から第６号 ７ 第１項第２号及び第４号から第６号

までの規定にかかわらず、サテライト までの規定にかかわらず、サテライト

型居住施設の生活相談員、栄養士、機 型居住施設の生活相談員、栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員につ 能訓練指導員又は介護支援専門員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合に いては、次に掲げる本体施設の場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテラ 該各号に定める職員により当該サテラ

イト型居住施設の入所者の処遇が適切 イト型居住施設の入所者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これ に行われると認められるときは、これ

を置かないことができる。 を置かないことができる。

(１) 略 (１) 略

(２) 介護老人保健施設 支援相談 (２) 介護老人保健施設 支援相談

員、栄養士、理学療法士、作業療法 員、栄養士、理学療法士若しくは作

士若しくは言語聴覚士又は介護支援 業療法士 又は介護支援

専門員 専門員

(３) 略 (３) 略

(４) 介護医療院 栄養士又は介護支

援専門員
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８～１０ 略 ８～１０ 略

１１ 指定地域密着型介護老人福祉施設 １１ 指定地域密着型介護老人福祉施設

に指定短期入所生活介護事業所又は指 に指定短期入所生活介護事業所又は指

定介護予防サービス等の事業の人員、 定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サー 設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的 ビス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８ な支援の方法に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３５号 年厚生労働省令第３５号。以下「指定

） 介護予防サービス等基準」という。）

第１２９条第１項に規定する指定介護 第１２９条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業所（以下 予防短期入所生活介護事業所（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」と 「指定短期入所生活介護事業所等」と

いう。）が併設される場合において いう。）が併設される場合において

は、当該指定短期入所生活介護事業所 は、当該指定短期入所生活介護事業所

等の医師については、当該指定地域密 等の医師については、当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の医師により当 着型介護老人福祉施設の医師により当

該指定短期入所生活介護事業所等の利 該指定短期入所生活介護事業所等の利

用者の健康管理が適切に行われると認 用者の健康管理が適切に行われると認

められるときは、これを置かないこと められるときは、これを置かないこと

ができる。 ができる。

１２～１６ 略 １２～１６ 略

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応）

第１５３条 指定地域密着型介護老人福 第１５３条 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、入所申込者が入院治療を必 祉施設は、入所申込者が入院治療を必

要とする場合その他入所申込者に対し 要とする場合その他入所申込者に対し

自ら適切な便宜を提供することが困難 自ら適切な便宜を提供することが困難

である場合は、適切な病院若しくは診 である場合は、適切な病院若しくは診

療所又は介護老人保健施設若しくは介 療所又は介護老人保健施設

護医療院を紹介する等の適切な措置を を紹介する等の適切な措置を
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速やかに講じなければならない。 速やかに講じなければならない。

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の取扱方針） 者生活介護の取扱方針）

第１５７条 略 第１５７条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければな

らない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための

指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

７ 略 ６ 略

（緊急時等の対応）

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老

人福祉施設は、現に指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供

を行っているときに入所者の病状の急

変が生じた場合その他必要な場合のた

め、あらかじめ、第１５１条第１項第

１号に掲げる医師との連携方法その他

の緊急時等における対応方法を定めて
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おかなければならない。

（運営規程） （運営規程）

第１６８条 指定地域密着型介護老人福 第１６８条 指定地域密着型介護老人福

祉施設は、次に掲げる施設の運営につ 祉施設は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めて いての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 おかなければならない。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 緊急時等における対応方法

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の取扱方針） 者生活介護の取扱方針）

第１８２条 略 第１８２条 略

２～７ 略 ２～７ 略

８ ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための

指針を整備すること。

(３) 介護職員その他の従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

９ 略 ８ 略
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(運営規程） (運営規程）

第１８６条 ユニット型指定地域密着型 第１８６条 ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設は、次に掲げる施設 介護老人福祉施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規 の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 程を定めておかなければならない。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

(７) 緊急時等における対応方法

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第１９１条 指定看護小規模多機能型居 第１９１条 指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業を行う者（以下「指定看 宅介護の事業を行う者（以下「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者」と 護小規模多機能型居宅介護事業者」と

いう。）は、当該事業を行う事業所 いう。）は、当該事業を行う事業所

（以下「指定看護小規模多機能型居宅 （以下「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所」という。）ごとに次の各 介護事業所」という。）ごとに次の各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める者を規則で定める基準により に定める者を規則で定める基準により

置かなければならない。 置かなければならない。

(１) 夜間及び深夜の時間帯以外の時 (１) 夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定看護小規模多機能型居宅 間帯に指定看護小規模多機能型居宅

介護の提供に当たる従業者である場 介護の提供に当たる従業者である場

合 次に掲げる者 合 次に掲げる者

ア 略 ア 略

イ 訪問サービス（次項に規定する イ 訪問サービス（次項に規定する

看護小規模多機能型居宅介護従業 看護小規模多機能型居宅介護従業

者が登録者の居宅を訪問し、当該 者が登録者の居宅を訪問し、当該

居宅において行う指定看護小規模 居宅において行う看護小規模多機

多機能型居宅介護（第８２条第６ 能型居宅介護（
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項に規定する本体事業所である指 本体事業所である指

定看護小規模多機能型居宅介護事 定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に 業所にあっては当該本体事業所に

係るサテライト型指定小規模多機 係るサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定地域 能型居宅介護事業所又はサテライ

密着型介護予防サービス基準条例 ト型指定介護予防小規模多機能型

第４４条第６項に規定するサテラ 居宅介護事業所

イト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（第５項におい

て「サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所」と

いう。）の登録者、第７項に規定

する本体事業所である指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者並びに同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては当該サ

テライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規

定する本体事業所、当該本体事業

所に係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所及び当該本体事業

所に係る第８２条第６項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の居宅 の登録者の居宅
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において行う指定看護小規模多機 において行う指定看護小規模多機

能型居宅介護を含む。）をいう。 能型居宅介護を含む。）をいう。

以下この章において同じ。）の提 以下この章において同じ。）の提

供に当たる者 供に当たる者

(２) 略 (２) 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 宿泊サービス（登録者を指定看護小 ５ 宿泊サービス（登録者を指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に宿泊さ 規模多機能型居宅介護事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅 せて行う指定看護小規模多機能型居宅

介護（第８２条第６項に規定する本体 介護（本体事業所である

事業所である指定看護小規模多機能型 指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては 当該本体 居宅介護事業所にあっては、当該本体

事業所に係るサテライト型指定小規模 事業所に係るサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所又はサテライ 多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅 ト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の心身の状況を勘 介護事業所の登録者

案し、その処遇に支障がない場合に、

当該登録者を当該本体事業所に宿泊さ

せて行う指定看護小規模多機能型居宅

介護、第７項に規定する本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては当該本体事業所に係

る同項に規定するサテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の心身の状況を勘案し、その処遇 の心身の状況を勘案し、その処遇

に支障がない場合に、当該登録者を当 に支障がない場合に、当該登録者を当

該本体事業所に宿泊させて行う指定看 該本体事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。） 護小規模多機能型居宅介護を含む。）

をいう。以下同じ。）の利用者がいな をいう。以下同じ。）の利用者がいな



- 31 -

資 料

い場合であって、夜間及び深夜の時間 い場合であって、夜間及び深夜の時間

帯を通じて利用者に対して訪問サービ 帯を通じて利用者に対して訪問サービ

スを提供するために必要な連絡体制を スを提供するために必要な連絡体制を

整備しているときは、第１項第２号の 整備しているときは、第１項第２号の

規定にかかわらず、夜間及び深夜の時 規定にかかわらず、夜間及び深夜の時

間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並び 間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並び

に宿直勤務に当たる看護小規模多機能 に宿直勤務に当たる看護小規模多機能

型居宅介護従業者を置かないことがで 型居宅介護従業者を置かないことがで

きる。 きる。

６ 指定看護小規模多機能型居宅介護事 ６ 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所に次の各号のいずれかに掲げる施 業所に次の各号のいずれかに掲げる施

設等が併設されている場合において、 設等が併設されている場合において、

前各項に定める人員に関する基準を満 前各項に定める人員に関する基準を満

たす看護小規模多機能型居宅介護従業 たす看護小規模多機能型居宅介護従業

者を置くほか、当該各号に掲げる施設 者を置くほか、当該各号に掲げる施設

等の人員に関する基準を満たす従業者 等の人員に関する基準を満たす従業者

を置いているときは、当該看護小規模 を置いているときは、当該看護小規模

多機能型居宅介護従業者は、当該各号 多機能型居宅介護従業者は、当該各号

に掲げる施設等の職務に従事すること に掲げる施設等の職務に従事すること

ができる。 ができる。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 介護医療院

７ 第１項の規定にかかわらず、サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（利用者又はその家族等から

電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対

し適切な看護サービスを提供できる体

制にある指定看護小規模多機能型居宅
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介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に

関する事業について規則で定める基準

を満たす指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者により設置される当該指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所であって、当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所に対して指定

看護小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下この章にお

いて「本体事業所」という。）との密

接な連携の下に運営され、利用者に対

し適切な看護サービスを提供できる体

制にあるものをいう。以下同じ。）に

置くべき訪問サービスの提供に当たる

看護小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、本体事業所の職員により当

該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の処遇が適

切に行われると認められるときは、２

人以上とすることができる。

８ 第１項の規定にかかわらず、サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、夜間及び深夜の

時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅

介護従業者により当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所
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の登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深夜の時間

帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないこ

とができる。

９ 第３項の規定にかかわらず、サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、看護職員の員数

は常勤換算方法で１以上とする。

１０ 略 ７ 略

１１ 略 ８ 略

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サ

テライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所

の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者に対して居宅サービス

計画の作成が適切に行われるときは、

介護支援専門員に代えて、第１９９条

第４項に規定する看護小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従事する前

項の別に厚生労働大臣が定める研修を

修了している者（同条第１項において

「研修修了者」という。）を置くこと

ができる。

１３ 略 ９ 略

（管理者） （管理者）

第１９２条 略 第１９２条 略

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定
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看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者

をもって充てることができる。

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホ ２ 前項 の管理者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター、介 ーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、指定小 護老人保健施設 、指定小

規模多機能型居宅介護事業所、指定認 規模多機能型居宅介護事業所、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定 知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所等の従業者若し 複合型サービス事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として、規則で定め くは訪問介護員等として、規則で定め

る基準を満たす者であって、別に厚生 る基準を満たす者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了している 労働大臣が定める研修を修了している

もの、又は保健師若しくは看護師でな もの、又は保健師若しくは看護師でな

ければならない。 ければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業 （指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者） 者の代表者）

第１９３条 指定看護小規模多機能型居 第１９３条 指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者の代表者は、特別養護老 宅介護事業者の代表者は、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンタ 人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、介護医療院、 ー、介護老人保健施設 、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、 指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定認知症対応型共同生活介護事業 指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所（指定 所、指定複合型サービス事業所（指定

複合型サービスの事業を行う事業所を 複合型サービスの事業を行う事業所を

いう。）等の従業者、訪問介護員等と いう。）等の従業者、訪問介護員等と

して認知症である者の介護に従事した して認知症である者の介護に従事した

経験を有する者若しくは保健医療サー 経験を有する者若しくは保健医療サー
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ビス若しくは福祉サービスの経営に携 ビス若しくは福祉サービスの経営に携

わった経験を有する者であって、別に わった経験を有する者であって、別に

厚生労働大臣が定める研修を修了して 厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるもの、又は保健師若しくは看護師 いるもの、又は保健師若しくは看護師

でなければならない。 でなければならない。

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び （看護小規模多機能型居宅介護計画及び

看護小規模多機能型居宅介護報告書の作 看護小規模多機能型居宅介護報告書の作

成） 成）

第１９９条 指定看護小規模多機能型居 第１９９条 指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の管理者は、介護支援専 宅介護事業所の管理者は、介護支援専

門員（第１９１条第１２項の規定によ 門員

り介護支援専門員を配置していないサ

テライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、研修修了

者。以下この条において同じ。）に第 に第

４項に規定する看護小規模多機能型居 ４項に規定する看護小規模多機能型居

宅介護計画の作成に関する業務を、看 宅介護計画の作成に関する業務を、看

護師等（准看護師を除く。第９項にお 護師等（准看護師を除く。第９項にお

いて同じ。）に同項 に規定する看護 いて同じ。）に第９項に規定する看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成 小規模多機能型居宅介護報告書の作成

に関する業務を担当させるものとす に関する業務を担当させるものとす

る。 る。

２～１０ 略 ２～１０ 略

（準用） （準用）

第２０２条 第９条から第１３条まで、 第２０２条 第９条から第１３条まで、

第２０条、第２２条、第２８条、第３ 第２０条、第２２条、第２８条、第３

４条から第３８条まで、第４０条、第 ４条から第３８条まで、第４０条、第

４１条、第５９条の１１、第５９条の ４１条、第５９条の１１、第５９条の

１３、第５９条の１６、第５９条の１ １３、第５９条の１６、第５９条の１
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７、第８７条から第９０条まで、第９ ７、第８７条から第９０条まで、第９

３条から第９５条まで、第９７条、第 ３条から第９５条まで、第９７条、第

９８条、第１００条から第１０４条ま ９８条、第１００条から第１０４条ま

で及び第１０６条の規定は、指定看護 で及び第１０６条の規定は、指定看護

小規模多機能型居宅介護の事業につい 小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第９ て準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条に規定する運営 条第１項中「第３１条に規定する運営

規程」とあるのは「第２０２条におい 規程」とあるのは「第２０２条におい

て準用する第１００条に規定する重要 て準用する第１００条に規定する重要

事項に関する規程」と、「定期巡回・ 事項に関する規程」と、「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあ 随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護 るのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第３４条中「運営規程」 従業者」と、第３４条中「運営規程」

とあるのは「第２０２条において準用 とあるのは「第２０２条において準用

する第１００条に規定する重要事項に する第１００条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対 関する規程」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは 応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護従業 「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第５９条の１１第２項中「こ 者」と、第５９条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第９章第４節」 の節」とあるのは「第９章第４節」

と、第５９条の１３第３項中「地域密 と、第５９条の１３第３項中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「看 着型通所介護従業者」とあるのは「看

護小規模多機能型居宅介護従業者」 護小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第５９条の１７第１項中「地域密 と、第５９条の１７第１項中「地域密

着型通所介護について知見を有する 着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「看護小規模多機能型 者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」 居宅介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、 と、「６月」とあるのは「２月」と、

「活動状況」とあるのは「通いサービ 「活動状況」とあるのは「通いサービ
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ス及び宿泊サービスの提供回数等の活 ス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と、第８７条中「第８２条第 動状況」と

１１項」とあるのは「第１９１条第１

２項」と、第８９条及び第９７条中 、第８９条及び第９７条中

「小規模多機能型居宅介護従業者」と 「小規模多機能型居宅介護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介 あるのは「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」と、第１０２条中「指定小 護従業者」と、第１０２条中「指定小

規模多機能型居宅介護事業者」とある 規模多機能型居宅介護事業者」とある

のは「指定看護小規模多機能型居宅介 のは「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者」と、第１０６条中「第８２ 護事業者」と、第１０６条中「第８２

条第５項の表の中欄」とあるのは「第 条第５項の表の中欄」とあるのは「第

１９１条第６項各号」と読み替えるも １９１条第６項各号」と読み替えるも

のとする。 のとする。

附 則 附 則

１～３ 略 １～３ 略

４ 第１３０条第１項の規定にかかわら

ず、療養病床等を有する病院又は病床

を有する診療所の開設者が、当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床を

平成３６年３月３１日までの間に転換

（当該病院の療養病床等又は当該診療

所の病床の病床数を減少させるととも

に、当該病院等の施設を介護医療院、

軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条

の６に規定する軽費老人ホームをい

う。）その他の要介護者、要支援者そ

の他の者を入所又は入居させるための

施設の用に供することをいう。次項に

おいて同じ。）を行って指定地域密着
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型特定施設入居者生活介護の事業を行

う医療機関併設型指定地域密着型特定

施設（介護老人保健施設、介護医療院

又は病院若しくは診療所に併設される

指定地域密着型特定施設をいう。以下

この項及び次項において同じ。）の生

活相談員、機能訓練指導員及び計画作

成担当者の員数の基準は、次のとおり

とする。

(１) 機能訓練指導員 併設される介

護老人保健施設、介護医療院又は病

院若しくは診療所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士により当該

医療機関併設型指定地域密着型特定

施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、置かないこ

とができること。

(２) 生活相談員又は計画作成担当者

当該医療機関併設型指定地域密着

型特定施設の実情に応じた適当数

５ 第１３２条第３項の規定にかかわら

ず、療養病床等を有する病院又は病床

を有する診療所の開設者が、当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床を

平成３６年３月３１日までの間に転換

を行って指定地域密着型特定施設入居

者生活介護の事業を行う場合の医療機

関併設型指定地域密着型特定施設にお

いては、併設される介護老人保健施
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設、介護医療院又は病院若しくは診療

所の施設を利用することにより、当該

医療機関併設型指定地域密着型特定施

設の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは、当該医療機関併設

型指定地域密着型特定施設に浴室、便

所及び食堂を設けないことができる。

第２条による改正（杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改

正）

新 条 例 旧 条 例

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第５条 単独型指定介護予防認知症対応 第５条 単独型指定介護予防認知症対応

型通所介護（特別養護老人ホーム等 型通所介護（特別養護老人ホーム等

（特別養護老人ホーム（老人福祉法 （特別養護老人ホーム（老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第２０ （昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の５に規定する特別養護老人ホーム 条の５に規定する特別養護老人ホーム

をいう。以下同じ。）、同法第２０条 をいう。以下同じ。）、同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム、病 の４に規定する養護老人ホーム、病

院、診療所、介護老人保健施設、介護 院、診療所、介護老人保健施設

医療院、社会福祉施設又は特定施設を 、社会福祉施設又は特定施設を

いう。以下同じ。）に併設されていな いう。以下同じ。）に併設されていな

い事業所において行われる指定介護予 い事業所において行われる指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。以下 防認知症対応型通所介護をいう。以下

同じ。）の事業を行う者及び併設型指 同じ。）の事業を行う者及び併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護（特 定介護予防認知症対応型通所介護（特
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別養護老人ホーム等に併設されている 別養護老人ホーム等に併設されている

事業所において行われる指定介護予防 事業所において行われる指定介護予防

認知症対応型通所介護をいう。以下同 認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業を行う者（以下「単独型 じ。）の事業を行う者（以下「単独型

・併設型指定介護予防認知症対応型通 ・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者」という。）は、当該事 所介護事業者」という。）は、当該事

業を行う事業所（以下「単独型・併設 業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護 型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所」という。）ごとに次に掲げる 事業所」という。）ごとに次に掲げる

従業者を規則で定める基準により置か 従業者を規則で定める基準により置か

なければならない。 なければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２～７ 略 ２～７ 略

（利用定員等） （利用定員等）

第９条 共用型指定介護予防認知症対応 第９条 共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の利用定員（当該共 型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介 用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において同時に共用型指定介 護事業所において同時に共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を 護予防認知症対応型通所介護の提供を

受けることができる利用者（共用型指 受けることができる利用者（共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業 定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が共用型指定認知症対応型通所介護 者が共用型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、共 事業者の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介 用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業と共用型指定認知症対応型通 護の事業と共用型指定認知症対応型通

所介護の事業とが同一の事業所におい 所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっ て一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における共用型指定 ては、当該事業所における共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護又は共 介護予防認知症対応型通所介護又は共
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用型指定認知症対応型通所介護の利用 用型指定認知症対応型通所介護の利用

者）の数の上限をいう。）は、指定認 者）の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指 知症対応型共同生活介護事業所又は指

定介護予防認知症対応型共同生活介護 定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所においては共同生活住居（法第 事業所においては共同生活住居（法第

８条第２０項又は第８条の２第１５項 ８条第２０項又は第８条の２第１５項

に規定する共同生活を営むべき住居を に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定 いう。）ごとに、指定地域密着型特定

施設又は指定地域密着型介護老人福祉 施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設（ユニット型指定地域密着型介護 施設

老人福祉施設（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１７８条に規定するユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施

設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。）においては施設ごと においては施設ごと

に、ユニット型指定地域密着型介護老 に

人福祉施設においてはユニットごとに

規則で定める基準を満たさなければな 規則で定める基準を満たさなければな

らない。 らない。

２ 略 ２ 略

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第１６条 指定介護予防認知症対応型通 第１６条 指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者は、指定介護予防認知症 所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に当たっては、 対応型通所介護の提供に当たっては、

利用者に係る介護予防支援事業者が開 利用者に係る介護予防支援事業者が開

催するサービス担当者会議（杉並区指 催するサービス担当者会議（指定介護

定介護予防支援等の事業の人員及び運 予防支援等の事業の人員及び運営並び

営並びに指定介護予防支援等に係る介 に指定介護予防支援等に係る介護予防

護予防のための効果的な支援の方法等 のための効果的な支援の方法に関する
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の基準に関する条例（平成２７年杉並 基準（平成１８年厚生労働省令第３７

区条例第７号。以下「指定介護予防支 号。以下「指定介護予防支援等基準」

援等基準条例」という。）第３２条第 という。）第３０条第９号

９号に規定するサービス担当者会議を に規定するサービス担当者会議を

いう。以下この章において同じ。）等 いう。以下この章において同じ。）等

を通じて、利用者の心身の状況、その を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サー 置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の ビス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 把握に努めなければならない。

（管理者） （管理者）

第４５条 略 第４５条 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホ ３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター（老 ーム、老人デイサービスセンター（老

人福祉法第２０条の２の２に規定する 人福祉法第２０条の２の２に規定する

老人デイサービスセンターをいう。以 老人デイサービスセンターをいう。以

下同じ。）、介護老人保健施設、介護 下同じ。）、介護老人保健施設

医療院、指定認知症対応型共同生活介 、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所 護事業所、指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第 （指定地域密着型サービス基準条例第

１９３条に規定する指定複合型サービ １９３条に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。次条において同 ス事業所をいう。次条において同

じ。）、指定介護予防小規模多機能型 じ。）、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者又は訪問介 居宅介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等（介護福祉士又は法第８条第２ 護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。 項に規定する政令で定める者をいう。

次条、第７２条第２項及び第７３条に 次条、第７２条第２項及び第７３条に

おいて同じ。）として規則で定める基 おいて同じ。）として規則で定める基

準を満たす者であって、別に厚生労働 準を満たす者であって、別に厚生労働
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大臣が定める研修を修了しているもの 大臣が定める研修を修了しているもの

でなければならない。 でなければならない。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者） 事業者の代表者）

第４６条 指定介護予防小規模多機能型 第４６条 指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者の代表者は、特別養護 居宅介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンタ 老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、介護医療院、 ー、介護老人保健施設 、

指定認知症対応型共同生活介護事業 指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所、指定 所、指定複合型サービス事業所、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業 介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等と 所等の従業者若しくは訪問介護員等と

して認知症である者の介護に従事した して認知症である者の介護に従事した

経験を有する者又は保健医療サービス 経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの経営に携わっ 若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に厚生 た経験を有する者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了している 労働大臣が定める研修を修了している

ものでなければならない。 ものでなければならない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第６０条 略 第６０条 略

２ 略 ２ 略

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、サービスの提供体制の確 護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のた 保、夜間における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老人保健 め、介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、介護医療院、病院等との間の連 施設 、病院等との間の連

携及び支援の体制を整えなければなら 携及び支援の体制を整えなければなら

ない。 ない。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護 （指定介護予防小規模多機能型居宅介護
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の具体的取扱方針） の具体的取扱方針）

第６７条 指定介護予防小規模多機能型 第６７条 指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の方針は、第４３条に規定す 居宅介護の方針は、第４３条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取 る基本方針及び前条に規定する基本取

扱方針に基づき、次に掲げるところに 扱方針に基づき、次に掲げるところに

よるものとする。 よるものとする。

(１) 略 (１) 略

(２) 介護支援専門員は、前号に規定 (２) 介護支援専門員は、前号に規定

する利用者の日常生活全般の状況及 する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、指定介護予防支 び希望を踏まえて、指定介護予防支

援等基準条例第３２条各号に掲げる 援等基準第３０条各号に掲げる具体

具体的取扱方針及び指定介護予防支 的取組方針及び指定介護予防支援等

援等基準条例第３３条各号に掲げる 基準第３１条各号 に掲げる

留意点に沿って、指定介護予防サー 留意点に沿って、指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画を作成する ビス等の利用に係る計画を作成する

ものとする。 ものとする。

(３)～(１５) 略 (３)～(１５) 略

（管理者） （管理者）

第７２条 略 第７２条 略

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指 ２ 共同生活住居の管理者は、適切な指

定介護予防認知症対応型共同生活介護 定介護予防認知症対応型共同生活介護

を提供するために必要な知識及び経験 を提供するために必要な知識及び経験

を有し、特別養護老人ホーム、老人デ を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施 イサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定認知症対応型共 設 、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は訪問 同生活介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、規則で定める基準を 介護員等として、規則で定める基準を

満たす者であって、別に厚生労働大臣 満たす者であって、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでな が定める研修を修了しているものでな
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ければならない。 ければならない。

（指定介護予防認知症対応型共同生活介 （指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者の代表者） 護事業者の代表者）

第７３条 指定介護予防認知症対応型共 第７３条 指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者の代表者は、特別養 同生活介護事業者の代表者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセン 護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター、介護老人保健施設、介護医療 ター、介護老人保健施設

院、指定認知症対応型共同生活介護事 、指定認知症対応型共同生活介護事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等 業所等の従業者若しくは訪問介護員等

として、認知症である者の介護に従事 として、認知症である者の介護に従事

した経験を有する者又は保健医療サー した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの提供を行 ビス若しくは福祉サービスの提供を行

う事業の経営に携わった経験を有する う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、別に厚生労働大臣が定め 者であって、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければ る研修を修了しているものでなければ

ならない。 ならない。

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第７８条 略 第７８条 略

２ 略 ２ 略

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

(１) 身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための
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指針を整備すること。

(３) 介護従業者その他の従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第８３条 略 第８３条 略

２ 略 ２ 略

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活 ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、サービスの提供体制の 介護事業者は、サービスの提供体制の

確保、夜間における緊急時の対応等の 確保、夜間における緊急時の対応等の

ため、介護老人福祉施設、介護老人保 ため、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護医療院、病院等との間の 健施設 、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければな 連携及び支援の体制を整えなければな

らない。 らない。

第３条による改正（杉並区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の

基準に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（基本方針） （基本方針）

第３条 略 第３条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 指定介護予防支援事業者は、指定介 ４ 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の事業の運営に当たって 護予防支援の事業の運営に当たって

は、杉並区（以下「区」という。）、 は、杉並区（以下「区」という。）、

地域包括支援センター、老人福祉法 地域包括支援センター、老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第２０ （昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の７の２第１項に規定する老人介護 条の７の２第１項に規定する老人介護
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支援センター、指定居宅介護支援事業 支援センター、指定居宅介護支援事業

者、他の指定介護予防支援事業者、介 者、他の指定介護予防支援事業者、介

護保険施設、障害者の日常生活及び社 護保険施設

会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５１

条の１７第１項第１号に規定する指定

特定相談支援事業者、住民の自発的な 、住民の自発的な

活動によるサービスを含めた地域にお 活動によるサービスを含めた地域にお

ける様々な取組を行う者等との連携に ける様々な取組を行う者等との連携に

努めなければならない。 努めなければならない。

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意）

第６条 略 第６条 略

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介 ２ 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供の開始に際し、あら 護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、介護予防サービス計画が第３ かじめ、介護予防サービス計画が第３

条に規定する基本方針及び利用者の希 条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利 望に基づき作成されるものである

用者は複数の指定介護予防サービス事

業者等を紹介するよう求めることがで

きること等につき説明を行い、理解を こと等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 得なければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、

利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合は、担当職員

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療

所に伝えるよう求めなければならな

い。
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４ 指定介護予防支援事業者は、利用申 ３ 指定介護予防支援事業者は、利用申

込者又はその家族から申出があった場 込者又はその家族から申出があった場

合は、第１項の規定による文書の交付 合は、第１項の規定による文書の交付

に代えて、第６項で定めるところによ に代えて、第５項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその家族の承 り、当該利用申込者又はその家族の承

諾を得て、第１項に規定する重要事項 諾を得て、第１項に規定する重要事項

を電子情報処理組織を使用する方法そ を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法 の他の情報通信の技術を利用する方法

であって規則で定めるもの（以下この であって規則で定めるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。） 条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場 により提供することができる。この場

合において、当該指定介護予防支援事 合において、当該指定介護予防支援事

業者は、当該文書を交付したものとみ 業者は、当該文書を交付したものとみ

なす。 なす。

５ 略 ４ 略

６ 指定介護予防支援事業者は、第４項 ５ 指定介護予防支援事業者は、第３項

の規定により第１項に規定する重要事 の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらか 項を提供しようとするときは、あらか

じめ、当該利用申込者又はその家族に じめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その提供に用いる電磁的方法の 対し、その提供に用いる電磁的方法の

種類及びファイルへの記録の方式を示 種類及びファイルへの記録の方式を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を し、文書又は電磁的方法による承諾を

得なければならない。 得なければならない。

７ 略 ６ 略

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針）

第３２条 指定介護予防支援の方針は、 第３２条 指定介護予防支援の方針は、

第３条に規定する基本方針及び前条に 第３条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に 規定する基本取扱方針に基づき、次に

掲げるところによるものとする。 掲げるところによるものとする。
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(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

(９) 担当職員は、サービス担当者会 (９) 担当職員は、サービス担当者会

議（担当職員が介護予防サービス計 議（担当職員が介護予防サービス計

画の作成のために、利用者及びその 画の作成のために

家族の参加を基本としつつ、介護予 介護予

防サービス計画の原案に位置付けた 防サービス計画の原案に位置付けた

指定介護予防サービス等の担当者 指定介護予防サービス等の担当者

（以下この条において「担当者」と （以下この条において「担当者」と

いう。）を招集して行う会議をい いう。）を招集して行う会議をい

う。以下同じ。）の開催により、利 う。以下同じ。）の開催により、利

用者の状況等に関する情報を担当者 用者の状況等に関する情報を担当者

と共有するとともに、当該介護予防 と共有するとともに、当該介護予防

サービス計画の原案の内容につい サービス計画の原案の内容につい

て、担当者から、専門的な見地から て、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めるものとする。ただ の意見を求めるものとする。ただ

し、やむを得ない理由がある場合 し、やむを得ない理由がある場合

は、担当者に対する照会等により意 は、担当者に対する照会等により意

見を求めることができるものとす 見を求めることができるものとす

る。 る。

(１０)～(１４) 略 (１０)～(１４) 略

(１４)の２ 担当職員は、指定介護予

防サービス事業者等から利用者に係

る情報の提供を受けたときその他必

要と認めるときは、利用者の服薬状

況、口腔機能その他の利用者の心身
くう

又は生活の状況に係る情報のうち必

要と認めるものを、利用者の同意を

得て主治の医師若しくは歯科医師又

は薬剤師に提供するものとする。



- 50 -

(１５) 担当職員は、介護予防サービ (１５) 担当職員は、介護予防サービ

ス計画に位置付けた期間が終了する ス計画に位置付けた期間が終了する

ときは、当該介護予防サービス計画 ときは、当該計画

の目標の達成状況について評価しな の目標の達成状況について評価しな

ければならない。 ければならない。

(１６)～(２０) 略 (１６)～(２０) 略

(２１) 担当職員は、利用者が介護予 (２１) 担当職員は、利用者が介護予

防訪問看護、介護予防通所リハビリ 防訪問看護、介護予防通所リハビリ

テーション等の医療サービスの利用 テーション等の医療サービスの利用

を希望している場合その他必要な場 を希望している場合その他必要な場

合は、利用者の同意を得て主治の医 合は、利用者の同意を得て主治の医

師又は歯科医師（次号及び第２２号 師又は歯科医師（以下

において「主治の医師等」とい 「主治の医師等」とい

う。）の意見を求めなければならな う。）の意見を求めなければならな

い。 い。

(２１)の２ 前号の場合において、担

当職員は、介護予防サービス計画を

作成したときは、当該介護予防サー

ビス計画を主治の医師等に交付しな

ければならない。

(２２)及び(２３) 略 (２２)及び(２３) 略

(２４) 担当職員は、介護予防サービ (２４) 担当職員は、介護予防サービ

ス計画に介護予防福祉用具貸与を位 ス計画に介護予防福祉用具貸与を位

置付ける場合にあっては、その利用 置づける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該介護予防サ の妥当性を検討し、当該計画

ービス計画に介護予防福祉用具貸与 に介護予防福祉用具貸与

が必要な理由を記載するとともに、 が必要な理由を記載するとともに、

必要に応じてサービス担当者会議を 必要に応じてサービス担当者会議を

開催し、その継続の必要性について 開催し、その継続の必要性について
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検証をした上で、継続が必要な場合 検証をした上で、継続が必要な場合

は、その理由を介護予防サービス計 は、その理由を介護予防サービス計

画に記載しなければならない。 画に記載しなければならない。

(２５) 担当職員は、介護予防サービ (２５) 担当職員は、介護予防サービ

ス計画に特定介護予防福祉用具販売 ス計画に特定介護予防福祉用具販売

を位置付ける場合にあっては、その を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該介護予 利用の妥当性を検討し、当該計画

防サービス計画に特定介護予防福祉 に特定介護予防福祉

用具販売が必要な理由を記載しなけ 用具販売が必要な理由を記載しなけ

ればならない。 ればならない。

(２６)～(２８) 略 (２６)～(２８) 略

（介護予防支援の提供に当たっての留意 （介護予防支援の提供に当たっての留意

点） 点）

第３３条 介護予防支援の実施に当たっ 第３３条 介護予防支援の実施に当たっ

ては、介護予防の効果を最大限に発揮 ては、介護予防の効果を最大限に発揮

できるよう次に掲げる事項に留意しな できるよう次に掲げる事項に留意しな

ければならない。 ければならない。

(１) 単に運動機能、栄養状態、口腔 (１) 単に運動機能、栄養状態、口腔
くう

機能その他の特定の機能の改善のみ 機能その他の特定の機能の改善のみ

を目指すものではなく、これらの機 を目指すものではなく、これらの機

能の改善及び生活環境の調整等を通 能の改善及び生活環境の調整等を通

じて、利用者の日常生活の自立のた じて、利用者の日常生活の自立のた

めの取組を総合的に支援することに めの取組を総合的に支援することに

よって生活の質の向上を目指すこ よって生活の質の向上を目指すこ

と。 と。

(２)～(８) 略 (２)～(８) 略


